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自立支援のためのリハビリに関する研修会 ～生活機能向上～ 

～Barthel Index・ＡＤＬ維持加算等を知りましょう～ 

（株）シャカリハ 

代表取締役 三浦 浩史 

連絡先 syakariha@gmail.com 

 

１：『自立支援』とは？ 🐈 

「自立」には主に４つの種類があると言われています。 

  ①「身体的自立」 ②「精神的自立」 ③「経済的自立」 ④「社会的自立」 

 

「社会福祉の理念における自立支援」～社会保障審議会－福祉部会（第９回（H16.4.20））～ 

本人が自らの生活を自らの責任で営むことを基本としつつ、それだけでは生活が維持でき

ない場合に必要な援助を行うという考え方 

 

２：介護保険における自立支援 🐕 

介護保険法 

第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態

となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療

を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生

活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行う

ため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必

要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。 

 

１）「その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる」とは？ 

自己実現（望む暮らしの実現）が、その人の自立支援になる 

自立支援の目標は、状況によって変化する。ただ、その状態での自己実現の最大化（望

む暮らしの実現）が自立支援の最大化となる。 

２）自立支援のためのポイント 

   ①「暮らし」をアセスメントしよう 

生活機能（心身機能/身体構造・活動・参加）を把握 

健康状態・環境・個人因子を把握 

   ②ICF 関係図から生活機能維持・向上ポイントを考え、計画に位置付ける 

③活動・参加を、「できない・しにくい」から「少しでもできる」・「している」へ 

④４つの自立視点も考える 

 

『望む暮らしの実現』のための生活機能維持・向上を実行する 
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３：利用者の自立支援を実行するために 

 １）アセスメント → ２）プランニング → ３）評価  

 

１）生活機能のアセスメント（情報収集→分析→ニーズ） 

①情報収集・・・ＩＣＦの『６つの箱』 
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『活動』のアセスメント 

 

 

日常生活活動（日常生活動作能力）（Activities of daily living；ADL）とは、人が毎日の生

活を送るために各人が共通に繰り返す、さまざまな基本的かつ具体的な活動のことです。 

家庭における、歩行や移動、食事、更衣、入浴、排泄、整容などの身のまわりの基本的な身

体動作を指します。 

一方、ADL をより広い概念とする場合には、交通機関の利用や電話の応対、買物、食事

の支度、家事、洗濯、服薬管理、金銭管理など、自立した生活を営むためのより複雑で多く

の労作が求められる活動を含み、これらを手段的日常生活動作能力（Instrumental 

Activities of Daily Living；IADL）と呼びます。 

 

１：(ADL) Barthel Index 

「能力（できる活動）」もしくは「実行状況（している活動）」」の状況について評価を行う。 
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２：（IADL）（Frenchay Activity Index 

現在「している」状況について評価を行い、該当箇所に記載する 
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４：事例から考える生活機能向上～ＡＤＬ維持加算 

Ａさん 80歳 要介護２ 

軽度認知症（Ⅱa）で通所介護利用中／腰椎圧迫骨折後 3 週間で退院 

 

〇自宅で一人暮らし （2年前に夫が死去） 

（長女・長男は離れた場所に居住。関係は悪くはないが、同居は難しい）。 

〇本人は自立心も強く、自分のことは自分でしていた。ただ、認知症の症状があり、家

族も心配していた。 

〇3週間前に玄関で転倒し、腰椎圧迫骨折となり入院 

〇コルセット（治療用）をして帰宅。特殊寝台及び附属品と手すりを貸与 

〇発症から 3か月でコルセットを外し、活動制限をなくすことを治療目標とする。 

〇認知症はあるが、一人でなじみのスーパー（片道３００ｍ）に総菜を買いに行って食

事をしていた。お米は自分で炊いていたが、今は不明。 

〇退院にあわせて娘さんが自宅で家事と本人のお世話をしてくれている。トイレは、

自分でいけるとのこと。お風呂は不安なのでデイサービスでの利用を希望されている。 

〇認知症は、片づけた場所を忘れてしまったり、お金の計算ができないことがある。 

望む暮らし：「ケガする前のように、自分のことは自分でできるようになりたい」 

▷生活機能維持・向上のポイント 

１）ニーズ・活動・参加レベルの目標設定 

①一人で買い物にいける ②一人でお風呂に入れる ③洗濯を自分でし、服を用意できる 

④夫のお墓参りにいける ⑤一人で調理ができる ⑥部屋の掃除やゴミ出しができる 等 
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①バーサルインデックスをしてみよう！！！ 

  ハンドアウトのＰ１２に記載 

 

②ＩＣＦからアセスメント 

 

 

「できない」ことが良く見える！！！ 

 

～～～～～～～～～～～～ 一緒に考えてみよう！！！ ～～～～～～～～～ 

＜別紙ワークシート参照＞ 

１ 情報を整理 

 「できること（＋）」「できないこと（-）」「していること（＋）」「していないこと（－）」

で整理する 

  ポイント）「できる」けど「していない」ことに着目する。「しにくい」理由があり、そ

こが改善ポイントなることが多い。 

２ 情報を分析する 

 

３ 生活機能維持・改善になる目標を具体的にしましょう。 

 

４ そのための計画を作りましょう 

   ～生活機能向上連携／（個別）機能訓練／中重度ケア／認知症など～ 
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４：サービス提供事業所による自立支援・重度化防止 

 ①リハビリテーションマネジメント／個別リハビリテーション／生活行為向上リハビリ 

 ②機能訓練（個別Ⅰ・Ⅱ）／運動器機能向上／栄養改善・スクリーニング／口腔機能向上 

 ③生活機能向上連携加算（訪問介護・通所介護・短期入所・小規模多機能・定期巡回） 

 ④ＡＤＬ維持等加算／社会参加支援加算 

⑤中重度者ケア体制／認知症加算  
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②自立支援・重度化防止の例から考える 

１：通所リハビリテーションにてリハビリテーションマネジメント・個別リハを実施 

 

 

２：介護サービスの連携による生活機能向上連携加算 
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①生活機能向上連携加算（訪問介護）利用 

  ＊通所リハビリのＰＴ・ＯＴより訪問介護計画書作成を共同実施 

  ＊訪問介護の「自立生活支援のための見守り的援助」を実施（以下、参照） 

「訪問介護の自立生活支援のための見守り的援助」の位置づけ 

自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助（自立支援、ＡＤＬ・ＩＡＤＬ・ＱＯＬ向

上の観点から安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守り等）  

○ベッド上からポータブルトイレ等（いす）へ利用者が移乗する際に、転倒等の防止のため

付き添い、必要に応じて介助を行う。  

○認知症等の高齢者がリハビリパンツやパット交換を見守り・声かけを行うことにより、一

人で出来るだけ交換し後始末が出来るように支援する。  

○認知症等の高齢者に対して、ヘルパーが声かけと誘導で食事・水分摂取を支援する。 

○入浴、更衣等の見守り（必要に応じて行う介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認な

どを含む）  

○移動時、転倒しないように側について歩く（介護は必要時だけで、事故がないように常に

見守る）  

○ベッドの出入り時など自立を促すための声かけ（声かけや見守り中 心で必要な時だけ介

助） ○本人が自ら適切な服薬ができるよう、服薬時において、直接介助は行わずに、側で

見守り、服薬を促す。  

○利用者と一緒に手助けや声かけ及び見守りしながら行う掃除、整理整頓（安全確認の声か

け、疲労の確認を含む）  

○ゴミの分別が分からない利用者と一緒に分別をしてゴミ出しのルールを理解してもらう

又は思い出してもらうよう援助  

○認知症の高齢者の方と一緒に冷蔵庫のなかの整理等を行うことにより、生活歴の喚起を

促す。  

○洗濯物を一緒に干したりたたんだりすることにより自立支援を促すとともに、転倒予防

等のための見守り・声かけを行う。  

○利用者と一緒に手助けや声かけ及び見守りしながら行うベッドでのシーツ交換、布団カ

バーの交換等  

○利用者と一緒に手助けや声かけ及び見守りしながら行う衣類の整理・被服の補修 

○利用者と一緒に手助けや声かけ及び見守りしながら行う調理、配膳、後片付け（安全確認

の声かけ、疲労の確認を含む）  

○車イス等での移動介助を行って店に行き、本人が自ら品物を選べるよう援助  

○上記のほか、安全を確保しつつ常時介助できる状態で行うもの等で あって、利用者と訪

問介護員等がともに日常生活に関する動作を行 うことが、ＡＤＬ・ＩＡＤＬ・ＱＯＬ向上

の観点から、利用者の自立支援・重度化防止に資するものとしてケアプランに位置付けられ

たもの 

３：3 か月後、通所リハビリから通所介護の機能訓練へ移行（社会参加支援加算） 

  注１）『リハビリ』 → 『機能訓練』 への変更 

  注 2）通所介護は、生活機能向上連携加算（通所リハより機能訓練計画を指導）へ 
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「リハビリ」と「機能訓練」って違うの？ 
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４：ADL 維持加算 
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Barthel Index 
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重度化防止できている・・・・ＡＤＬ維持加算へ 

ADL維持加算算定要件 

ＡＤＬ維持等加算に係る届出書（（地域密着型）通所介護事業所） 

５ 届  出  内  容 

（１） 

評価対象者

数 

 ① 

評価対象期間（注１）に連続して６月以上

利用した期間（注２）（評価対象利用期間）

のある要介護者（注３）の数 

  

  
人 → 

２０人

以上 

該当 

非該当 

 

（２） 

重度者の割

合 

 ② 

①のうち、評価対象利用期間の最初の月（評

価対象利用開始月）において、要介護度が

３，４または５である者の数 

  

  
人      

 ③ ①に占める②の割合 
  

  
％ → 

１５％

以上 

該当 

非該当 
 

（３） 

直近 12 月

以内に認定

を受けた者

の割合 

 ④ 

①のうち、評価対象利用開始月の時点で初

回の要介護・要支援認定があった月から起算

して 12 月以内である者の数 

  

  
人       

 ⑤ ①に占める④の割合 
  

  
％ → 

１５％

以下 

該当 

非該当 
 

（４） 

評価報告者

の割合 

 ⑥ 

①のうち、評価対象利用開始月と当該月か

ら起算して６月目に、事業所の機能訓練指導

員が Barthel Index を測定し、その結果を報告

している者の数 

  

  
人         

 ⑦ ①に占める⑥の割合 
  

  
％ → 

９０％

以上 

該当 

非該当 
 

（５） 

ADL 利得の

状況 

 ⑧ 

⑥の要件を満たす者のうち ADL 利得（注

４）が上位 85％（注５）の者について、

各々の ADL 利得が０より大きければ１、０よ

り小さければ－１、０ならば０として合計し

たもの 

  

  

  

→ ０以上 
該当 

非該当 

注１：加算を算定する年度の初日の属する年の前年の１月から１２月までの期間。 

注２：複数ある場合には最初の月が最も早いもの。 

注３：評価対象利用期間中、５時間以上の通所介護費の算定回数が５時間未満の通所介護費の算定回数を

上回るものに限る。 

注４：評価対象利用開始月から起算して六月目の月に測定したＡＤＬ値から評価対象利用開始月に測定し

たＡＤＬ値を控除して得た値。 

注５：端数切り上げ。 
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平成 30 年度介護報酬改定に関する Q＆A（ADL 維持等加算について） 

問 37  

平成３０年度の ADL 維持等加算の算定の可否を判断する場合、平成２９年１月 から１

２月が評価対象期間となるが、この時期に、加算を算定しようとする指定通所介護事業所が

指定介護予防通所介護事業所と一体的に運営されていた場合、指定居宅サービス基準第 16 

条の２イ（１）の「利用者」には、当該指定介護予防通所介護事業所の利用者も含まれるか。  

 

（答） 含まれない。 

本件加算は、指定通所介護及び指定地域密着型通所介護が対象である。なお、指定居宅サ

ービス基準第 16 条の２イ（３）に「要支援認定」とあるのは、「利用者」に要支援者を含

むとの意味ではなく、初回の要支援認定の後、評価対象利用開始月までの間に要介護認定を

受ける場合を想定したものである。  

 

 問 38  

ADL 維持等加算について、評価対象利用期間は指定通所介護事業所又は指定地域 密着

型通所介護事業所を連続して６月以上利用した期間とされているが、１）この「連続して利

用」とは、毎月１度以上利用していることを指すのか。２）この「連続して６月以上利用」

は評価対象期間内である必要があるのか。３）６月より多く連続して利用している場合、当

該連続しているすべての月を評価対象利用期間とするのか。 

  

（答） １）貴見のとおりである。  

２）貴見のとおりである。評価対象利用期間は、評価対象期間の一部であることを想定して

いる。つまり、その最初の月から最後の月まで、評価対象期間に含まれている必要がある。 

３）連続しているすべての月ではなく、その中に最初の月が最も早い６月の期間を評 価対

象利用期間とする。例えば、２月から１１月まで連続利用がある場合は、２月 から１１月

までではなく、２月から７月までを評価対象利用期間とする。  

  

問 39  

ADL 維持等加算（Ⅰ）及び（Ⅱ）は、算定しようとする月の５時間未満の通所介護の算定

回数が５時間以上の通所介護の算定回数以上の利用者でも算定できるのか。 

 （答） できる。 

 

○ ＡＤＬ維持等加算について （Ｑ＆Ａ Vol.4 より） 

問７  

平成３１年度から ADL 維持等加算を算定する場合、申出はいつまでに行う必要があるか。  

（答）  

申し出た年においては、申出の日の属する月から同年１２月までの期間を評価対象期 

間とするため、評価対象利用開始月から起算して６ヶ月を確保するためには、平成３０ 

年７月までに申出を行う必要がある。 
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参考）リハビリテーション計画書（アセスメント） ～抜粋～ 
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活動（IADL）（Frenchay Activity Index を活用） 


